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経済成長と貧困

60年代後半の問題に焦点をあてて←ー

島 恭主主

I 官庁経済学の反省

最近になって官庁経済学者のグノレーフ・は，相当深刻な自己反省を公表するよ

うになってきた。それは官庁経済学が推進してきた高度成長政策が，国民的合

意をえるどころか， 60年代後半から国民の総反撃をうけるようになってきたか

らである。いうまでもなく 60年代の「高度成長」というよりも，その高度成長

を推進してきた政策が，物価高や公害や都市問題を生み出し，公害反対運動を

はじめとする多様な住民運動を激発させることとなったからである。そういう

状況は，成長政策を弁護してきた官庁経済学の基本的なところに，何かあやま

りがあったりではないかという反省を，呼びおこさずにはいないであろう。在、

たちはとりあえず官庁経済学の反省なるものをきくことにしよう。

「われわれは企画庁の一員として，経済成長が国民生活をゆたかにする基本

的な条件である，と考えてきた。このため高度成長政策を積極的に推進してき

たのであるo しかL物質的なゆたかさがある程度実現した現在の時点において

考えると， 60年代後半から経済成長が比例的に国民の福祉，国民生活の質的向ー

上をもたらすものではないことに気づくようになってきたのJ(日本経済新聞，昭

和40年 8月12日〉

反省することは，反省Lないことよりよいことにちがいない。しかし「経済

成長が比例的に国民生活や福祉の向上をもたらすものではない」ということを，

1960年後半まで気づかなかったということは，個々の官庁経済学者の責任とい

うよりも，政策に従属し，政策の弁護論となりやすい官庁経済学の本来の性格
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に由来するものであろう。また一定り限界内では効用をもっ国民所得~I 算上の

総量概念や平均概念を，理論の中味にまでもちこんでくる官庁経済学由理論操

作にも関係しているとも思われる。

ところで企画庁の経済学者たちは，彼等の共同討議にもとづくものとして，

次のような結論をのべるのである" r経済の繁栄の中で国民の不満や不安が増

大するという事実は，経済発展が自動的に国民福祉の向上をもたらすものでは

ない， という反省、を生みだした。」ここで「経済の繁栄」とか， r経済発展」と

かいう不明瞭な用語はあとで検討することとして r経済の繁栄の中で国民の

不満や不安が増大してきて，はじめて経済発展が国民福祉を自動的に向上させ

るものではなし、」ことがわかったというのでは，それが政策を推進する経済学

の話であるだけに，全く順序が逆で，立ちお〈れも甚しいといわねばならない。

政策にかかわる経済学は， r経済発展が国民福祉の向上をもたらすものでないJ

客観的事実を分析して，それにもとづいて「国民の不満や不安」に対応する基

本策をたてていなければならない。 方で政策の基準や方向に関する精綾な理

論を展開しながら，他方でその政策の正しL、かあやまりかは，国民の不満と不

安がでてきたところで判断するというなら，いったいその理論は何んのために

ある， と問わざるをえないのであるよ国民の不満や不安が r官庁経済学」に

とどくところまでいけば，事態は相当深刻になっているだろうということも考

えられるからである。

それはともかく，国民生活の危機をつかむ点で r官庁経済学」にもある程

度の進歩があったようである。これまで国民生活の実態を Eらえる「国民生活

白書」が， r経済白書」とくらべると，分析の手法も確立されておらず，主に

家庭の消費生活に焦点をあてて r生活」をなに古γ女こどもの仕事のように考

えてきた r国民生活白書」は「経済白書家庭版Jにすぎなかった， と官庁経

済学者自ら反省、しているのである。

まったくいまの官庁経済学者の反省以上に，かつての「国民生活白書]は女

こどもの「マイホ ム白書」ともいわれるものであった。それは，消費生活に
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は所得階層ごとの格差があるにしても，全体としてよくなった。テレピやクー

ラ ヤ自動車士保有する家庭がふえてきたという上うなつかみ方をしていた。

それでかつて企画庁のエコノミストは次のようにいっていた。高度成長下では

もはや貧乏の問題は存在しない。実在しているものは，貧乏感や欠乏感覚だけ

である。所得ののびに比して消費性向のさかんな大衆の欠乏感覚だけである。

すなわちうちのテレビは白黒だが，隣のテレビはカラーであるとか， うちには

自転車しかないが隣には自動車があるとかの欠乏感覚だけが存在する，という

のである。つまり貧困の問題を，女こどもの感覚のレベルでしか理解していな

いような，そのような主張を企画庁のエコノミストが発表していた時期が，た

しかにあったのである。(朝日ジャーナル，昭和~6年 9 月 10日号〉

官庁経済学者たちは，いまでは「経済白書家庭版」からの脱皮をほかってい

るという。どういう方法で， どういう方向へ，脱皮するのか。いわれているこ

とは，およそ次のようなことである。生活の主体は，家庭り中古プツプツいっ

ている女こどもではなくて Iより高次な欲求を追求する社会学的人間」ーー

なぜ社会的人間とかんたんに云えないのかーーーであるというとらえかた，また

与えられた経済的条件に順応する人間ではなく，社会経済の仕組みを変えてい

く主体的な行動を実践する人聞が，国民生活の主役である，というよりデモク

ラテイヅグな発想，そういう国民の意識を，白書の間発点とすることが I白

書家庭版Jを克服する方法としてのべられているのであるn

新しい方向を模索する意欲は感じられるが，のべられていることは，かなり

抽象的であるのとくに国民の意欲や欲求を出発点とするという時の問題である。

そういう次元の問題への焦点のあて方に上っては，国民の意欲や欲求の対立と

分裂，そして相互の闘争という側面が強調されることになり，その中から新な

「社会生活の均衡」と「社会的効用の実現」を期待するということになる。官

庁経済学の I白書家庭版Jからの脱出口は，どうも経済学ではな<，社会学

や社会心理学であり，政策論としては社会調和論になるのではないかと思われ

る。
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しかし経済学者は，経済学の土俵の上でものを云わねばならない。もしも官

庁経済学が，社会心理学ではなしたしかに経済学であるならば，国民の意識

や欲求から出発すべきではなしそのような意識や欲求の基底にある「高度成

長」の実態や，国民の労働と生活の実態の分析からはじめるべきであろう。そ

してその場合にどうしても避けるこ tのできない経済問題は，第ーに現在の土

うな「経済成長」が国民生活の向上をもたらすものかどうかということである。

「経済成長が比例的に国民生活の向上をもたらさない」という ζ とは，すでに

企画庁がはじき出している計算，たとえば GNPは自由世界第2位になっても

国民一人当り所得は世界1口何位であるとか，国民一人当りの粗鋼生産額はアメ

リカの水準を抜いていても，社会資本スト vグ，在宅ストック，社会保障費の

一人当りの額はアメリカの水準からはるかにおもるとかの計算で推論できるこ

とであるが，それでもなお現在の「経済成長」は国民生活の向上をもたらす原

動力であるかどうかということは，重要な経済問題として残るであろう。これ

に関連して第二の問題は，高度成長下の貧困は，家庭婦人の欠乏感に解消され

るような問題ではなく I高度成長」または「高度成長政策」そのものが生み

出した現実の問題ではないかというよとである。

このような問題をさけて，社会学に解決の道をもとめるとしたら，それは官

庁経済学のなおーそうの退歩でしかないだろう。また現在の貧困問題に，高度

成長政策が何らかのかかわりあいを持っていると Lたならば，政策そのものの

検討や反省を抜舎にして I官庁経済学の反省」はありえないはずであるu

私たちはここで「官庁経済学の反省 lの外へでて， 60年代後半の「高度成

長」と貧困の問題を第2節で， 60年代後半すなわち70年代むけの政策〔新経済社

会発展計圃，新全国総合開発計画〕と貧困とのかかわりあいの問題を第3節で考察

することに Lょう。

11 60年代後半の経済成長と貧困の問題

6年代後半，それは官庁経済学の反省をうながした公害，物面高，都市問題
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等の激化した時期であったが，同時に政府が「経済大国Jの地位を自覚L-，国

際収支の黒字定着の自信にもとづいて70年代へむけての雄大な国策をうち上げ

た時期でもあった。「新経済社会発展計画J(以下「発展計画」と略〕や「新全国

総合開発計画J(以下「新全総」と略〉ではL-きりに日本経済の国際性や国際化

が強調されている。そこで私たちも，この時期における「経済成長J(経済諸量

の増加率〕につい亡の国際比較の概観からはじめよう。 えらばれるのは 60年

末の GNP規模上位三国，米国，日本，西独である。

第 1表経済諸量年平均増加率の国際比較(1966-70)

鉱工業生産 輸出額 卸売物価 消費者物価 通貨発行量

% 出 うる % ヲイ，
米 圃 4.6 9.4 2.7 4.3 4.6 

目 本 16.5 18.2 2.2 5.5 15.8 

西 独 6.0 12.9 2.7 2.7 7.2 

註 西独の輸出額首加率は1966~69年平均 (臼銀、国醇此粒棟計)

まず鉱工業生産の年平均増加率 (1966~70) では， 日本が最高である。 65年の

不況からいち早く立直り， 60年前半を上まわるいはば「第 2次高度成長期」に

入ったのである。これに対して米国は前期よりも低し 70年には対前年比はマ

イナス(-3.0)になっている。西独は67年に対前年比はマイナス(-2.4)になれ

平均増加率は前期に比してやや高い程度である。

輸出額でも日本が最高の増加率を示している。しかLこの時期には，ニ国と

も前期主上まわる輸出増加率を示し，国際的な過剰生産にもとづく輸出競争激

化の傾向をあ bわしているのである。

卸売物価上昇率では，三国ともやや前期を上まわっているが， 日本が最低で

ある。卸売物価が国際価格を反映しているとすれば，輸出競争における日木の

有利な地位を示している。

これに対Lて円本の消費者物価の上昇率は最高である。しかし米国もまた乙

の時期に前期をかなり上まわる消費者物価の上昇率を経験し，いわゆる兄タヅ
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グプレーションの状態におもこんだ。日本の最高の消費者物価上昇率は， ζの

時期の貧困の問題に接近する一つの手がかりとなるだろう。第 1表の諸指標に

則していうならば， 日本は一方で消費者物価上昇による生活水準の低干と，他

方で卸売物価の低位に示されているような労働生産性の上昇〔後述λ すなわち

国際競争力の強化とにより，世界最高り輸出増加率に達し「国際収支の黒字定

着J(実は国際通貨恐慌によるドル蓄積)という状況がっくり出きれることになっ

たといえよう。

通貨供給量の増加率において， 日本は前期と〈らべるとやや低下した古ちい

ぜんとして他国を著しく上まわっている。最高の通貨供給量の増加率I-~，き舎

の最高の消費者物価上昇率との関係から，イ Yフレ-'./ョ γ(円の園内価値の低

下〉の問題が導きだきれるだろ号。またき舎にのべた国際的な過剰生産にもと

づく輸出競争の激化は， 70年代になって国際的な通貨闘争の激化の様相をとり

はじめた。当面「円切り上げ圧力」として作用している国際通貨闘争の中で，

Rの対外価値の動揺はまぬがれないだろうし，輸出ののび率は低下し，園内の

過剰生産と不況になおーそうの圧力が加わるだろう。

60年代後半から70年代へむけての高度成長政策においては，物価高は常に日

本経済の中の低生産部門の比重の大きさに起因するものとされ，インフレー γ

ョンと通貨恐慌の問題は完全に無視されてきた。そのために不況期には，いち

早く通貨増発を促すイ Yフレ政策が実施され消費者物価の上昇を促進してきた

のである。しかし70年代の貧困化の問題に接近するには，いわゆる「スタッグ

・プレーショ γJの視角を欠くことはできないだろう Q しかし私たちはここで

は凶年代後半の問題に，ふたたび戻らねばならない。

上にのべたように，鉱工業生産の増加率が最高であった時期の「資本蓄積」

(本論では，後で社会資本の問題に占通れる関係なら，政府，民間両部門をあわせた固定

資産形成でみることにする〉の上昇率も， また日木が最高であった。 (1965=100と

して1969年の日本は214，未困は 12~，西独は 148) 資本蓄積白国民総支出に占める

比率からみても，日本はこの時期に30~35%と最高であり，しかも前期を上ま
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わっている。(西独は23，......26%，米国は13~14%) まさに世界最高の強蓄積といえ

よう。この時期に，生産の大規模化，合理イL 技術革新投資，そして生産の集

積・集中，独占が，前期にひきつづいて進行した。そして労働生産性は著しく

上昇した。資本の蓄積〉新投資によフて労働生産性は向上する。他方で新投資

によって追加労働力に対する需要も高まり，賃金も上昇する。しかし労働生産

性の上昇が，賃金上昇をもたらすのではない。むしろ実質賃金の上昇が資本の

コストを高めるところまで行けば，資本は労働過程の合理化を促進し搾取率を

強めて労働生産陛を高めようとするだろう。労働生産性の上昇率に対する実質

賃金の上昇率の関係弘労働者の資本に対する相対的地位と規定するならば，

労働生産性の上昇によって労働者の地位の低下がおこることが，むしろ経済的

必然なのである。ここにまた「高度成長下の貧困」の問題に接近するもう一つ

の手がかりが与えられている。

第 2表は，日本が GNP規模で第2位となった68年までの時期について，上

位三国の労働生産性，実質賃金の上昇率および労働者の地位の推移を，比較し

たものである。日本は見られる通り，労働生産性ののび，実質賃金の上昇率と

も三国中最高であるが，労働者の地位は三国のうちで最も急激に低下している

ことをあらわしている。労働者の地位の低下は，賃金が上がろうが下がろうが

第2表労働生産性・実質賃金上昇率の国際比較(1963=100)

労働生産性指数 実質賃金指数 労働者の相対的地位
(A) (B) (B)!(A) 

米国 日本 西独 米国 日本 l珂独 米国 日本 丙 1由

1963 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

1965 109 116 114 103 108 113 95 84 99 

1966 111 131 118 104 114 117 94 87 99 

1967 111 153 125 106 125 119 95 82 95 

1968 117 175 135 108 137 122 92 78 91 

(日銀、国際比較統計)
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進行するものである。

私たちはこ ζで資本に対する労働者の地位(貧困化)の問題を，また別の角度

から考察してみよう。労働者の地位は，彼等がその地位におかれる以前の社会

的地位，すなわち労働者がそこからでてくる中小所有者層や農民層の地位，社

会構成に占める比重と，中間層が労働者ヘ階級分解する規模Jや速度などからも，

考察できるだろう。ととでは前の例に Lたがって，米国日本西独三国にイタリ

アを加えて，第一次産業人口比率の減少について国際比較してみ上う。問題の

特質上， 60年代後半より以前のやや長い戦後の期間をとることにする。

第 3表でみると， 日本は， 60年代後半に世界一流の重工業国へと発展する固

としては，その出発点に異状に大きな第一次産業人口比をもったこと，またそ

の分解の速度が異状に早いことがわかる。とくに6日竿から68年への分解は，規

模，速度ともに米国，西独にまさり， 日本とやや似てレるイタリアをも抜いて

いる。後で考察するが i新経済社会発展計直」は， 68年の 19.8%という比率

を， 75年にはさらに13%に低下させようとしているのである。

第3表第1次産業人口比減少の国際比較

米 国 日 本 西 独 イタリア

% % 出 % 
1 950 12..5 44.5 24.6 

5 5 10.7 35.6 41.2 

60 8.6 32.5 13.8 32.8 

6 5 6;1 25.5 10.9 

6 8 5.0 19.8 10.0 23.8 

(日銀、国際比較統計)

日本の農民層は，戦後jjT.主制から解放きれた主はいえ，いぜんとしてその大

部分は零細所有者，零細生産者であり，たえず兼業労働と出稼ぎ労働正でもっ

て支えられねばならない半プロ層であった。その農民層が，急速かつ大量に賃

労働者に分解する場合には，彼の経済的地位が以前より向上するということは
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ありえないであろう。農家が安定しておれば，それに応じた高い教育をうけ，

比較的安定した賃労働者の地位を獲得できるであろうが，窮迫農家であればあ

るほど，労働力の窮迫販売の可能性は高いからである。農民が労働者に転化す

ることは，基本的には自らの所有する生産手段と生活手段をうしなって，資本

の専f倒的支配の下に入ることであるU 彼は生活不安という貧困化の第一歩を L

み出したことになるのである。

要するに，戦後に高度重工業国として発足する日本が，例外的に高い比率の

農民層をもっていたことは，農業部門に巨大な産業予備軍〔潜在的過剰人口)の

プーノレをもっていたことであり，また国際的にみてもその分解の速度が早く，

スケーノレが大きかったという乙とは，産業予備軍の巨大なプールから急速かっ

大量に低賃金労働力が流出して， それが国際的にも例Iのない日本の「高度成

長」を支えてきたということであろう。したがって日本の「高度成長」すなわ

ち資本の高蓄積は， 日本の農民と労働者の貧困の蓄積と，となりあわせの問題

でもあるといえよう。

さて第一次産業人口比の減少と労働者階級の比率の増大は，あたかも表裏の

関係にある。国勢調査のいわゆる就業上の地位からいうならば，農林漁業従事

者を中核とする自営業者層(自官業者と家族従業者)の減少と， 雇用労働者の増

大とは同時進行し， 1960年ではじめて両者の地位が逆転した。(雇用労働者50.5

%，自営業者45.7%，人橋隆憲，日本り階級構成 p_84--85)またこの傾向は60年代後

半にむかつて急速に進行Lている。したがってほとんど干プロ化している農林

漁業従事者と雇用労働者をあわせれば，就業人口の80%にのぼる。も Lも官庁

経済学が国民の意識と欲求から出直すというのであれば，これら働〈国民の意

識と欲求とを度外視することはできないだろう。

また国勢調査によれば， 就業婦人は 65年で 1千8百万人， 就業人口の40%

をしめ，その就業婦人の中で婦人労働者は50%をしめている。しかし家庭婦人

が，世帯主の賃労働者化や従業員不足のために，個人業主や家族従事者として

働くようになったり，内職労働者(統計的には「業主」である〕やバ トタイマー
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とLて働く例が激増し ζいる ιとから考えると，家庭婦人の「賃労働者化」は

統計の示す以上に進んでいるといえるだろう。もしも官庁経済学が目書家

庭版」を脱皮しようというなら，この家庭生活におこっている重大な変化と働

く婦人の意識と欲求とに注意しなければならないだろう。

家庭婦人の「賃労働者化」に代表される「多就業世帯」や核家族」 事え

も分裂きせる夫婦ともがせぎ現象の拡大は，また「技術革新J時代の貧困化現

象でもある。すでにマルクスは，機械の採用とともに，成年男子の「労働力の

価値減価Jがおこり，彼の労働力の価値は家族企員によって分割され，労働者

とその家族との全生活時間は，資本の価値増殖のためにささげられる， とのべ

ている。(資本論，第1巻，第4篇，第13章，第3節〕

たしかに技術革新の普及によって，労働者の家計も自動車を購入するように

なった。 I新全総Jはその自動車の普及によって，国民の生活時間の中の必需

時間，拘束時間が短縮され，自由時間と余暇が増大するとのべているが，国民

の大多数の労働者からみれば，ともかせぎの夫婦が自動車でもって，職場と保

育所と家庭の聞を往復するというような状態は，その家族の全生活時間が資本

の高蓄積によって「拘束」されていることではなかろうか。

もしも60年代後半における， 日本の典型的な貧困化現象をあげるな 01;;，第

ーは「 家も養えない」成年男子の低賃金とその家族の「多就業化」現象であ

り，第二は，次節にのベる「社会資本の不足」にもとず〈住宅難の問題である

といえるだろう。この二っとも，貧困化の古くてかっ新Lい形態である。

III 高度成長政策と貧困化

60年代後半になって，政策当局ふ 「高度成長下の貧困問題」を意識しはじ

めた。しかしこの時期に策定された政策は， I社会開発JI人間尊重」をかかげ

ているが，いぜんとして高度成長路線をとっていることに変りはない。私たち

は「発展計図」および「新全総」の基調を次に要約してみよう。

第ーに，国際的にみてーだんと低い国民一人当りの所得や福祉，社会資本ス
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トック等々を高めるためにも，資金，土地，労働力を国民経済の高坐岸部門へ

集中1-，低生産部門(農業，中小企業)を縮小していかねばならない，それがま

た物価安定の売めにも必要であるという国民経済の効率的成長の見地， あるい

は国土の利用，開発の合理化の見地。第二にそのような政策を実施していくに

は，公共資金と民間資金とを効率的にくみあわせ(公共・民間混合方式L 所得の

上昇にあわせて「国民負担J(受益者負担〕を高めていくことも必要であるとい

う行財政の合理化の見地である。私たちは第一，第二の見地をあわせて I高

福祉・高負担」の政策とよぶことができょう。ここで政策の基調を検討してみ

ょう。

(1) 国民経済の効率的成長と農業部門の縮小政策

「新経済社会発展計画」は，計画期間にとりくむべき四つの重要課題として，

(1)国際的視点に立つ経済の効率化， (2)物価の安定， (3)社会開発ω推進， (4)適正

な経済成長の維持と発展基盤の培養をあげているが rこれらの課題はもとよ

り独立のものではなし相互に関連しており，高い成長能力と経済全体の効率

化を軸として，総合的かつ体系的に対処していくべきものである。」といって

いる。つまり効率的な高い成長力の上に，物価の安定も社会開発もなりたつと

いう発想である。

これに関連して「新全総」は I国土(土地・水・資源〕の効率的開発利用の

ための，大規模な社会資本の投資計画」と自らを規定し，その実現のために三

つのタイプの大規模開発プロジェクトをたてている。すなわち全国的ネットワ

ーグ(電気通信網，航空網，新幹線，高速自動車道，空港港湾等〕の建設， 各種の大

規模産業基地(工業墓地，農業基地，原子力・火力発電基地，観光開発基地，流通基

地等〕の建設，および環境保全〈自然的歴史的環境の保全，水資源，住宅，環境施設

の開発等)のための開発プロジェクトである。

しかしこの中で I情報管理基地」とじての首都，大都市と各種の経済基地

をむすぶ「全国的ネヅトワークJの形成が「社会資本と Lての国土の空間構造

の基礎を形成し，国の地域開発政策のうちもっとも重要な戦略的手段になる。」
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とのべられている。とれに対して「魅力ある生活圏」づくりのための環境保全

と開発のプロジヱクトは，そもそもその位置づけがあいまいであり，一体それ

が環境の保全なのか開発なのか，人間のための開発なのか摩業のための開発な

のか不明瞭である。これは一方で全国的規模の公害と自然破壊をひきおこすよ

うな「大規模工業基地JIエネルギー基地JI全国的不ットワーク」等々の大規

模開発をやりながら，他方で環境保全をやろうという「新全総」の当然におち

いる論理の混乱である。

と乙ろで高生産部門〈重工業部門)の拡大と，低生産部門， とくに農業部門の

縮小は，さきにものべたように，国民経済の効率的成長政策，国土開発の合理

化政策のもう一つの側面である。こういういわゆる構造政策は， 60年代前半の

所得倍増計画のー側面でもあった。しかし「新全総」の国土開発合理化政策に

関連づけてみると，農林漁業にとってこれはーそうドラスティックな政策，す

なわち農林漁業の最も重要な生産手段である土地・水・資源の収奪政策であり，

重工業主中心とする生産手段の，同民経済的な規模 Cの集中・集積政策である

ようにみえてくるのである。事実 r新全総」は，土地収用権の強化，財政金

融の集中，広域行政を，有効な開発方式として推進しようとしている。

ここで私たちは，前節でのベた第一次産業人口比の低下の問題に， もう 度

たちかえってみよう。それには明かに成長政策が介入しているのであるu しか

し40%以上の比重をもった農民層が，わずか十数年の間に半分以下に低下する

ということが， どれだけ深亥な社会的大変動であり，国民生活にどれだけ重大

な影響を与えるものか，この成長政策はまったく無感覚であった。

およそこれだけの規模の農民層の減少を資本主義の歴史にもとめるとしたら，

19世紀の産業革命期をおいてないだろう。しかもその時代の農民層の半減には，

数十年を要した。コーリン・クラークによると，イギリス(イングランド，ウェ

ルス〉では， 1841年から81年にかけて第一次産業人口比は， 22.8%から 12.3%

に低下した。〔アイルランドでは同時期に 5日8%から 41.1%へ低下〉フラ Y スでは

1827年から66年へかけて63%から43%に，さらに1901年に 33.1%に低下したと
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いわれている。すなわち第次産業人口比がおよそ半減するには，イギリスで

は40年， フラ γスでは7C年以上かかっている。(コーリ γ・クラ グ，経済的進歩

り条件〉しかしとりわ付イギリスの場合をとってみれば， この第一次産業人口

比の減少は i産業草命」といわれるほどの経済的社会的激動のー断面であっ

たことを見おとすわけにはいかない。産業革命期には大工業の革命的な役割が

明かになるが，同時に大工業を中心とする資本制生産関係の破壊的な作用が全

社会に拡大する。労働者，農民の労働苦と生活苦，古い家族の解体と労働力の

流動化，農村の荒廃と都市への人口集中，住宅問題，都市問題の激化，資本主

義的農業とよ業の無政肘的発展による自然、破壊と公害，そして資本対労働の敵

対関係の全面的なあらわれ等々が，産業革命期目社会現象である。したがって

この時期から20世紀へかけて， ョーロツハ各国では政府，地方公共団体の「社

会に対する統制」が多様な形態で展開されはじめた。とくに都市を中心とする

「都市計画J，土地の公有，公共住宅と公共施設の建設，公衆衛生の充実等々の

改良政策であるu

〔注〕 マルクスはこの時期の大工業の革命的な意義を指摘するとともに，産業革命

が労働者，農民の生活におよぼした破壊的な影響を科学的に分析しているo とくに

「大工業と農業」との関係をのべた次の一節は，社会と自然とにまたがる破壊作用を

明かにしたものとして，今日目私たちにもí]""Ç~をするところが多い。「農業の部由では，

大工業はz 古い社会の塁塁である「農民』をほろぼして賃金労働者をそれに替えるか

ぎりで，最も芋命的に作用する。こうして，農村の社会的変革要求と社会的諸対立は，

都市のそれと同等にされる。 資本主義的生産は，それによって大中心地に集積さ

れる都市人口がますます優勢になるにつれて，一方では社会の歴史的動力を集積する

がz 他方では人間と土地との問の物質代謝を慣乱ずる。すなわち，人間が食料や衣料

の形で消費すゐ士嬢成分が，土地に帰ることを，つまり土地の豊穣性の持続の永久的

自然条件を，撹乱する。したがってまた同時に，それは都市労働者の肉体的健康をも

農村労働者の精神生活をも破壊する。J(資本論，第1巻，第4編，第13章〕

日本資本主義は，その歴史の中で i都市改良」や「社会改良」の時期を経

験しなかった。なぜそうであったかは， 日本資本主義そのものの問題であるけ

れども，要約すれば相対的過剰人口 Dプーノレと調節弁り役割を農村にまかせ亡
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きたこん肯い家族や地縁団体と天皇制国家の中央集権的官僚機構とり両方に

はさまれて，地方公共団体の自治体と Lての機能が，都市でも農村でふ正常

に発達しなかった乙となどに帰せられよう。しかし戦前にそうであったという

だけでなし重工業の飛躍的な発展が期待され，また戦前の水準とほとんど変

らない比率 (19日年の 44.5%という第一次産業人口比は1940年のそれと変りはないも D

であった。〉の農民層の大規模な分解が予想される戦後の時期にも，それにとも

なう社会的激動への対応策が，国や地方公共団体の側に全く欠けていた。対応

策を欠いたというよりも，重工業独占の「高度成長」が「国民生活向上」の指

標とされ，その「高度成長」にむかつて資金，土地，労働力を集積集中するた

めに，農村漁業の解体が促進されたといった方が，適切であろう。このような

国民経済の効率的成長と国土開発合理化町政策の基調>::，公共投資のパター γ

の推移からたしかめ ζみたい。 己の公共投資り推移は i新全総」や「発展言|

直」を6日年代後半にスタートさせる，戦後の政治証済的過程の推移でもある。

(4-1)哀は， 1955年から65年の10年間に，公共投資の構成にきわめて重要な

変化がおこっていることを示す。 55年には国土保全投資(治山・治水，災害復旧

等〉と農林投資あわせて50%をこえる比率をしめていたの これは旧来の「公共

事業費」のパタ-0.'の特徴をあらわしていた。ところがこの比重がその後急低

下し，反対に道路・交通手段投資の比重が急上昇して， 1960年から65年にかけ

て，両者の地{立が逆転しているのである。

農林水産投資の比重の低下は，低生産部門の縮小政策，同時に低賃金労働力

の創出政策を反映しているといってよい。ーそう重要なのは，国土保全投資の

比重の急速な低下である。これは農林漁業の産業基盤の維持に関連しているが，

もちろんそれだけのものではな<，都市と農村にまたがる再生産基盤の確保の

意味をもっている。つまり日本のような自然的条件の下で，人間が土地，水等

をもとめて労働し生活する再生産基盤を，国土保全投資の一定水準が保障しτ

いるともいえるのである。その投資の急減は，道路交通投資の急増とあいまっ

て，国土の無政府的な開発と破壊を呼び，公害や災害を増Jえさせる要因になっ
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第4表 公共投資の構成比とその推移
(4 -1)表 行政投資の構成比とその推移

年 度 1 9 5 5 1 9 6 0 1 9 6 5 

市本 投 資 100.0 100.0 100.0 

一般事 業投資 91.3 83.9 81.3 

i萱
港立) 18.6 22.9 29.4 空港

治山治水・海岸}
保全、災害・鉱害復旧

36.1 20.8 13.5 

農林 水 産 15.8 10.5 8.7 

住 宅 ・ 都市計画)
環境衛生

7.7 8.2 11.8 

失業対策・厚生福祉 5.6 5.3 4.2 

文教・官庁営繕
7.5 16.2 13.6 

そ の 他

公営・準公営企業 8.7 16.1 18.7 

(自治省、行政投資実績調査報告)

ているといえるだろう。

「新全総」のいわゆる「全国的ネヅトワ ク」邑いう次元の問題を考えるに

は，行政投資に政府の公企業投資を加へ，道路交通投資と国鉄，電々公社の投

資とをあわせたものの比重をみなければならない。 (4-2)表はそれで，ここで

は「全国的ネットワーク」への投資の比重は， 60年代後半で公共投資総額の60

%をこえていることがわかる。とくに60年から65年へかけては，その比率とと

もに，絶対額も 3倍増になっていることに注意しなければならない。これは62

年不況をけいきとして，それまで「後進地域の開発J r地域格差の是正」にか

たよっていた「新産業都市」の建設や拠点開発方式の「非効率性」を克服し，

f全国的ネットワーク」の整備による国民経済的規模以生産手段の集中集積

を強化しようという政策の登場をあらわしているのである。

(4ー 1)，(4-2)表の何れにおいても，住宅，環境施設，厚生福祉施設への投
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(4 - 2)表公企業投資をふくむ公共投資の推移

1 960 1 965 1 9 6 8 

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

道路・港湾 億円 % 億円 % 億円 % 

国主主・電々
5，273 56.9 15，347 61.6 22，984 61.1 

国土保全 1，096 11.9 2，079 8.3 3，033 8.0 

農林漁業 822 8.8 1，859 7.4 2，904 7.8 

住宅・環境
895 9.8 2，826 11.3 4，509 12.1 

方匝 設

厚生楕祉 250 3.0 702 2.9 1，052 3.0 

文 教 930 10.0 2，101 8.5 3，035 8.1 

計 9，266 100.0 24，877 100.0 37，328 100.0 

用主也費 736 7.9 3，405 11.4 5，297 14.2 

注用地費の「構成比欄」の数字lま、計の金額に対する用地費の金額の%を示す。
(経清審議会、社会資本研究委員会報告書)

資の比重は少い。これはこの時期の大規模な農民層の減少すなわち生産手段と

生活手段とを失った労働者と彼等の生活不安の増大，多就業世帯と婦人労働の

増大，家族の解体左危険な環境にとりのこきれた老人こどもの増大，等々の問

題に対して，政策当局の配慮がいかに低かったかということを，公共投資の側

面からあらわしているのである。すなわち乙のパター Yの公共投資政策が，こ

の時代の貧困化を拡大する要因になっているといえるだろう。

(4ー1)における，一般事業投資以外の公営企業形態の投資の比重の増大は，

公共料金，受益者負担の増大を， (4ーのにおける用地費(地価〕の増大は，ー

そう広汎な低所得者層の負担の増大をあらわし，ともに低生産部門の縮小を通

じて物価安定の実現を計るはずの公共投資政策が，新な物価上昇の要因をつく

っていることを示している。

(2) 行財政の合理化政策と貧困の蓄積

1国民経済の効率的成長」のためには，それを推進する手段そのもの，つま



桂済成長と貧困 (273) 17 

り「行財政の合理化Jが必要とされる。「行財政の合理化」には， I新経済社会

発展計画」がのべているように，多様な形態がある。しかLζ こでは I新全

総」に視点、をあわせて考えると，広域にわたる大規模開発プロジェクトにむか

つて，財政資金と民間資金とを効率的に集中動員することを可能にするような

行財政の方式，いいかえるならば，公共・民間混合方式や広域行政(広域開発〕

の方式である。それは一面からいえば，従来の公共投資の財政方式σt政投融資

や民間資金の導入とむすびつき，かつ受益者負担や公共料金収入をともなうような，特

別会計，地方公営企業公社，公団，公庫等の会計方式〕の延長線上にあるものである

といえる。しかし他面からみると，この方式ではこれまでよりもーそう巨大な

民間資本や民間デベロッパーの進出が，たんに資金参加の面だけではなし事

業参加と計画参加の面にも，期待されているのであり，したがってまたーそう

「資本の蓄積と貧困の蓄積」の矛盾を拡大する方式であるといえるのである。

たとえば， 公・民混合方式を大工場の産業基盤〔交通手段，工場用地・用水な

ど)づ〈りからみれば， 公共投資が資本蓄積を補完する役割をはたLているが，

「社会開発J(住宅，都市建設環境，観光開発など)の領域でみれば， 公共部門が

一歩後退して，民間資本，民間デヘロヅバーの進出をうながす役割をはたし亡

いる。公ー民開発方式士，広域行政〔広域開発〉の方式と関連させてみれば，ー

そうその特徴は明かである。それは固と府県，府県と市町村との間に，数府県

および数市町村と民間デベロヅパーとを結合した広域開発の事業主体をもうけ，

個々の月治体の件民から切離された住宅産業」のための住宅開発や I観

光産業」のための観光開発を進める方式といえるだろう。そのため住民のコン

トローノレがきかない， 自然と環境の破壊がーそう進行することになるだろう。

さらに公・民混合方式は，民間投資と公共投資の両面で信用膨脹と日銀券の

増発をうながし，また公共建設と民間建設の両面で土地の投機と地価の上昇を

あふる結果になっている。消費者物価の中でもきわだって急激な地価上昇のた

めに，一方では用地費が公共投資に〈いこんで，公共部門は宅地開発からいよ

いよ後退することになり，他方で住宅建設が業者中個人に放任され，低所得層
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には低質，高家賃の住宅が供給されるという宏、循環がくりかえされている。

宅地の供給主体別にみると， 公共部門(地方公共団体3 公社，公団〕の比重ば

1961~65年の 51.2%から66~70年の 41.2 ~もにおも，民間部門(業者・個人など〉

の比重は反対に 48.8%から 58.8%へと増大した。 その結果， とくに人口集中

地区の若年層や低所得層ほど民営借家〔設備共用)というような，劣悪な居住形

態をよぎなくされている。しかも劣悪な居住形態ほど家賃が高率であることは，

第 5表の古[明する通りである。

第5表居住形態別たたみ 1畳当り家賃 (43年〕

公営ー公同
民営借家 民営借家

給与住宅 平 均
(誼惜尊用) (設備共同)

円 円 円 円 円

人口集中地区(刈 414 827 955 142 658 

非人口集中地区[同 348 513 294 114 334 

A/B(倍) 1.19 1.62 3.25 1.25 1. 77 

〔昭和46年版、経済自警)

この民営借家(設備共用〕は，これまた劣悪な建売り住宅とともに，通勤条件

などの点、では比較的よい大都市およびその周辺部の人口急増地帯に密集し，

「新しい月ラム街」を形成する。 i新しいスラム街」は， 日雇労働者やノレンベ

y プロレタリア トなど「ヰ日対的過剰人ロ」の沈澱層が居住する「古いスラ

ム街」ではなく i高度成長」を支える現役の若年労働者層が居住する地域で

あるu

住宅難は. 60年代後半の貧困化を象徴する深刻な問題になってきたのである。


